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１ 業務改善助成金 

事業場内で最も低い労働者の賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、生産性向上に資す

る設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成するものであり、中小企業事業主の賃金

引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図る

ことを目的としています。 

 

対象となる措置 

１ 当該事業場における雇入れ後６月を経過した労働者について、当該事業場内で最も低い時間当たりの

賃金を３０円以上引き上げること。 

２ 生産性向上に資する設備投資等を行うこと。 

※「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資等の対象に含まれます。 

 

注意  次の（１）～（８）については、生産性向上に資する設備投資等の対象には含まれません。 

（１）単なる経費削減を目的とした経費（（例）LED電球への交換等） 

（２）不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費（（例）エアコン設置、執務室の

拡大、机・椅子の増設等） 

（３）通常の事業活動に伴う経費（（例）事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、

汎用事務機器購入費、広告宣伝費等） 

（４）法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合

における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資

格の取得に係る経費 

（５）交付決定日以前に導入又は実施した経費 

（６）申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの 

（７）経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの 

（８）その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの 

 

対象となる事業主 

本助成金を受給する事業主は、日本国内に事業場を設置していること及び下表のいずれかに該当する事業

主であることが必要です。 

    

業種 Ａ．資本または出資額 Ｂ．常時雇用する労働者 

小売業(飲食店を含む)   ５,０００万円以下     ５０人以下 

サービス業   ５,０００万円以下    １００人以下 

卸売業       １億円以下    １００人以下 

その他の業種       ３億円以下    ３００人以下 

 

注意  次の１～５のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。 

１ 交付の決定の日の前日から起算して６月前の日から当該決定の日の属する会計年度の末日または当

該決定の日から６月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、次のいずれかの事実が認められた場
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合 

（１）当該事業場の労働者を解雇した場合（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不

可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。）、その者の非

違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合または主として企業経営上の理由により退職

を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合 

（２）当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合 

（３）所定労働時間の短縮または所定労働日の減少（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の

正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。）を内

容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合 

（４）助成対象経費を対象として国または地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等

を受けている場合 

２ 申請書の提出日の前日から起算して１年前の日から交付の決定の日の属する会計年度の末日または

当該決定の日から６月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、労働関係法令に違反していること

が明らか（是正勧告、司法処分等）となった場合 

３ 申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去３年以内に事業場の所在地を所轄する都道府

県労働局長（以下「所轄労働局長」という。）から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第

１７条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合 

４ 事業者又は事業者が法人である場合、当該法人の役員もしくは事業場の業務を統括する者その他こ

れに準ずる者のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者がいる事業場、暴力団員が経営に実

質的に関与している事業場およびこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなどし

ている事業場等であると認められた場合 

５ 申請書及び事業実績報告書の提出日において、消費税法、法人税法又は所得税法に定める税もしく

は労働保険徴収法に定める徴収金のいずれかを滞納している場合 

 

助成額 

本助成金は、引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて下表の額が支給されます。 

※助成率については、生産性要件を満たした場合は３／４（常時使用する労働者の数が企業全体で３０人以下の事業場に

あっては４／５） 

 

申請コース 

区分 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 

事業場内 

最低賃金 
引上げ額 助成率 

引上げ 

労働者数 
上限額 

①３０円 

コース 

  

 
３０円以上 

７／１０ 

（常時使用する

労働者の数が

企業全体で３

０人以下の事

業場にあって

は３／４） 

１～３人 ５０万円 

４～６人 ７０万円 

７人以上 １００万円 

②４０円 

コース 

 

 
４０円以上 

（人数によ

る区分け

なし） 

７０万円 

１，０００円 

未満 

８００円以上 

１，０００円 

未満 
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受給手続 

本助成金を受給しようとする事業主は、「平成 30年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改

善助成金）交付申請書」に必要な書類を添えて（※）、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出して

ください。 

※ 「平成 30年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）交付申請書」の用紙やこれに添付すべき 

書類については、労働局へお問い合わせ下さい。 

 

受給手続きの流れは次のとおりです。 

 

 

利用にあたっての注意点 

詳細については、厚生労働省ＨＰで掲載する交付要綱及び交付要領をご確認頂くか、事業の所在地を管轄

する都道府県労働局雇用環境・均等部または雇用環境・均等室へお尋ねください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/

03.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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（参考）生産性向上に資する設備投資等 

 

 


